
新
聞
掲
載
記
事
よ
り

《 長崎新聞 平成31年2月25日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。

【
質
問
】
救
急
医
療
体
制
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

（
60
歳
、
会
社
員
）

救
急
医
療
体
制

【
回
答
】
救
急
医
療
と
は
、

急
な
病
気
や
け
が
な
ど
を
負
っ

た
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
医
療

で
、
そ
の
よ
う
な
医
療
を
提
供

す
る
仕
組
み
が
救
急
医
療
体
制

で
す
。

か
つ
て
は
、
病
院
に
よ
る
救

急
患
者
の
受
け
入
れ
と
患
者
の

診
療
体
制
だ
け
を
意
味
し
て
い

ま
し
た
が
、
近
年
で
は
病
院
に

到
着
す
る
ま
で
の
医
療
供
給
体

制
（
病
院
前
救
護
体
制
）
に
も

重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
救

急
患
者
の
救
命
や
後
遺
症
の
軽

減
の
た
め
に
は
、
病
院
に
到
着

す
る
前
か
ら
の
処
置
、
と
り
わ

け
現
場
に
居
合
わ
せ
た
市
民
な

ど
に
よ
る
救
急
蘇
生
の
実
施
は

重
要
で
す
。

病
院
前
救
護
体
制
の
一
環
と

し
て
、
市
民
に
対
す
る
救
急
蘇

生
法
な
ど
の
講
習
の
実
施
と
、

市
内
へ
の
自
動
体
外
式
除
細
動

器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
の
設
置
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
市
民
に
よ
る
心

肺
蘇
生
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
処
置
が
行
わ
れ

た
例
も
2
0
1
6
年
は
1
9

0
0
件
を
超
え
、
社
会
復
帰

率
も
45
％
と
な
る
な
ど
一
定

の
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
救
急
車
の
出

動
件
数
は
年
々
増
加
し
、
16
年

で
は
全
国
で
5
6
0
万
人
、
国

民
の
お
よ
そ
23
人
に
1
人
が

搬
送
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、

救
急
車
の
不
足
や
、
搬
送
病
院

を
見
つ
け
る
の
に
困
難
が
生
じ
、

依
頼
か
ら
病
院
収
容
ま
で
の
時

間
が
延
び
て
き
て
い
ま
す
。
救

急
業
務
の
効
率
化
と
出
動
件
数

抑
制
へ
の
取
り
組
み
が
検
討
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

受
け
入
れ
側
は
、
傷
病
者
の

緊
急
度
・
重
症
度
に
応
じ
て
初

期
、
2
次
、
3
次
救
急
医
療
機

関
の
3
層
構
造
で
受
け
入
れ
を

行
っ
て
い
ま
す
。
初
期
は
外
来

診
療
で
傷
病
者
に
対
応
で
き
る

機
関
で
、
在
宅
当
番
医
制
や
、

休
日
・
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
の

設
置
な
ど
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

2
次
は
入
院
を
要
す
る
傷
病
者

へ
の
対
応
を
主
と
す
る
機
関
で
、

地
域
の
病
院
が
グ
ル
ー
プ
を
組

み
輪
番
で
行
っ
て
い
ま
す
。
3

次
は
緊
急
度
・
重
症
度
が
高
く
、

他
の
医
療
機
関
で
は
対
応
で
き

な
い
傷
病
者
へ
の
対
応
を
主
と

す
る
機
関
で
救
命
救
急
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
機
関

が
主
で
す
。最
近
は
、緊
急
度
・

重
症
度
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の

傷
病
者
を
受
け
入
れ
る
Ｅ
Ｒ
型

救
急
医
療
機
関
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
医
療
体
制
が
途
切

れ
る
こ
と
な
く
円
滑
に
つ
な
が

る
事
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
を

継
続
的
、
組
織
的
に
行
う
体
制

を
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

と
い
い
ま
す
。
加
え
て
、
救
急

現
場
へ
の
指
示
、
指
導
・
助
言

や
処
置
の
事
後
検
証
か
ら
、
市

民
へ
の
啓
発
活
動
も
行
っ
て
い

ま
す
。

全
国
各
地
に
協
議
会
が
設
置

さ
れ
、
都
道
府
県
の
調
整
の
下
、

救
急
医
療
に
関
係
す
る
団
体
の

代
表
者
が
連
携
を
図
り
、
救
急

医
療
の
質
の
向
上
、
維
持
に
努

め
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
救
急

医
療
体
制
の
維
持
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。（
県
医
師
会
）

病病
院院
前前
救救
護護
にに
もも
重重
点点
緊
急
度
に
応
じ
て

受
け
入
れ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

質問をどうぞ この欄では県医師会が医療制度全般の質問
にお答えします。質問希望の方は知りたい

内容を分かりやすくまとめ、〒852－8601、長崎市茂里町3の1、長崎
新聞社生活文化部「医療制度Ｑ＆Ａ」係までお送りください。不明な点
をお聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
明記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。
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